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《福岡県外国人技能実習生受入組合連絡協議会》 情報通信 第254号-続報③

 

情報通信第254号の続報です。 
2/27（木）第 3回目の有識者懇談会が開催予定です。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50156.html 
 

今回のテーマ「育成就労制度の運用に関する有識者会議」について 

 

 

＜以下第2回会合資料より＞ 

改正入管法及び育成就労法の関係省令に関する論点 

１．特定技能制度の適正化等について 

（１）企業内転勤２号の受入れ機関の要件に関する検討の方向性について 

（２）旧制度の経過措置等に関する検討の方向性について 

（３）特定技能制度の適正化の検討の方向性について 

２．育成就労計画の認定基準について 

（１）育成就労の目標、内容、期間に関する検討の方向性について 

（２）育成就労外国人の日本語能力の向上に資する講習・措置に関する検討の方向性について 

（３）育成就労制度における受入れ機関の適正化に関する検討の方向性について 

（４）受入れ機関ごとの受入れ人数枠に関する検討の方向性について 

（５）労働者派遣等監理型育成就労の要件の検討の方向性について 

３．育成就労制度における転籍について 

（１）本人意向転籍の要件の検討の方向性について 

（２）転籍時の初期費用の補填の仕組みの検討の方向性について 

４．育成就労制度における監理支援機関の許可基準について 

（１）監理支援機関の許可基準の検討の方向性について 

５．育成就労制度における送出しについて 

（１）育成就労制度において外国人が送出機関に支払う費用の上限等に関する検討の方向性について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50156.html

